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第１部　総　　説

第２章　平成２９年度のトピック

１　プロスポーツ施設で初となる水素エネルギー発電設備の導入

①　水素エネルギーに関する県内の状況
東日本大震災を経験した本県では、自立・分散

型エネルギーの重要性を再認識し、災害対応能力
の強化、環境負荷の低減、経済波及効果が期待で
きる水素エネルギーの利活用推進を、将来を見据
えた創造的な復興施策の一つとして位置付け、精
力的な取組を重ねてきました。

県内ではこれまでに、東北初となる商用水素ス
テーションが整備され、水素で走る燃料電池自動
車（FCV）の普及も徐々に進んできています。
②　水素エネルギー発電設備導入の意義
水素は、蓄電池（バッテリー）に比べて、電気

を大量かつ長期間保存することができます。本県
では災害対応能力の強化、環境負荷の低減に向け
て、株式会社楽天野球団の協力の下、プロスポー
ツ施設では日本で初めて水素エネルギーを活用し
た発電設備を楽天生命パーク宮城（宮城野原公園
総合運動場内）に実証用として導入しました。 

この設備は、再生可能エネルギーである太陽光
発電により得られた電気を使って水を電気分解し
て水素を取り出し、水素を吸着する特殊な金属
（水素吸蔵合金）に貯蔵し、貯蔵された水素は必要
な時に燃料電池を使って発電に利用することがで
きます。水素の製造から利用まで二酸化炭素を一
切排出せず、水しか出しません。
災害時には、系統電力に依存しない自立型の電

源として、球場内にある地域コミュニティFMラ
ジオ局（Rakuten.FM TOHOKU）やデジタルサイ
ネージ（電子掲示板）等に継続して電力を供給し、
災害情報を提供することができるほか、避難者の
携帯電話等の充電に活用できるよう電源を開放し
ます。
通常時はデジタルサイネージ等へ二酸化炭素を

出さないクリーンなエネルギーを供給して、水素
エネルギーについてPRし、また、水素エネルギー
発電設備を活用したイベント等を開催することに
より、普段水素エネルギーと関わりが少ない県民
の皆様に、水素エネルギーについて理解を深めて
いただく機会を提供します。

本県は「東北における水素社会先駆けの地」と
して、県民の皆様の水素エネルギーに対する認知
度向上や有用性への理解促進につながるよう、今
後も継続して水素エネルギーの利活用推進に取り
組んでいきます。

【水素エネルギー発電設備の諸元】
所在地　仙台市宮城野区宮城野地内
水素貯蔵タンク　２００N㎥
水素製造能力　１N㎥／h（約１ヶ月で水素満タン）
電力貯蔵量　３７６kWh（一般家庭約３０日分相当）

❶ 環境負荷の低減
●利用段階で二酸化炭素を排出しない
ため、地球温暖化の防止に貢献

●エネルギー効率が高く、省エネにも
期待

❷ エネルギー供給源の多様化
●水素は化合物として無尽蔵に存在
●水素は自然エネルギーを活用するな
ど様々な方法で製造可能

❸ 経済波及効果
●今後成長が見込まれ、幅広い業種に
チャンス

●産業振興や雇用拡大にも期待

❹ 災害対応能力の強化
●自立・分散型電源として非常時対応
に期待

水 素 の 有 用 性

▲水素エネルギー発電設備の模式図

▲プロスポーツ施設初の水素エネルギー発電設備
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第２章　平成２９年度のトピック

県では、平成２８年３月に策定した「宮城県循環
型社会形成推進計画（第２期）」（以下「循環計画」
という。）の中で「循環型社会を支える基盤の充実」
「循環資源の３R」等を基本方針としており、廃棄
物の３Rに総合的かつ計画的に取り組むこととし
ています。特に「小型電子機器等リサイクル制度
の推進」及び「食品廃棄物等のリサイクルの推進」
については重点課題としていることから、県、地
元大学及び関係事業者等との産学官連携により、
宮城県における希少金属及び食品廃棄物等のリサ
イクルシステム構築に向けた各種検討や取り組み
を実施していきます。

①　希少金属等リサイクルシステム構築連絡協議会
平成２５年に、使用済小型電子機器等の再資源化
の促進に関する法律（平成２４年法律第５７号。以下
「小型家電リサイクル法」という。）が施行された
ことから、県は、平成２９年度から小型電子機器等
（以下「小型家電」という。）のリサイクルシステ
ム構築に向け、基本モデルの作成と、それを達成
するための戦略を検討することとしました。将来
的には、宮城県内において希少金属等を含む小型
家電の資源廃棄物（一般廃棄物及び産業廃棄物）
が効率的に収集され、かつ、宮城県内事業者によ
る金属の回収と収集物に含まれるプラスチック等
を含めた二次原料としての利用が実現することを
目指します。これらの目標を達成するため、「希
少金属等リサイクルシステム構築連絡協議会」を
設立し、産学官の連携を確保するとともに、関係
情報の共有やシステム構築に係る情報交換等を行
いました。
■第１回　平成２９年８月３１日　参加者４０名
■第２回　平成３０年２月９日　参加者４１名

②　金属リサイクルセミナー
県内リサイクル事業者、排出事業者及び市町村

を対象に、県が行った金属資源賦存量の調査結
果、金属のリサイクル技術、国内外の参考事例等
について紹介するセミナーを開催しました。
■第１回　平成２９年７月６日　参加者６０名
　テーマ「県内での資源循環推進のために」
■第２回　平成３０年２月２１日　参加者８４名
テーマ「小型家電リサイクルシステムの構築

に向けて」

③　現状調査
県における希少金属等リサイクルシステム構築

の参考とするため、国内外の先進事例調査（訪問
調査、アンケート調査等）を行いました。
【調査対象】
　■県内企業　　１８か所
　■県外自治体　７か所
　■県外企業　　７か所
　■海外　　　　６か所
先進事例調査の結果、成功事例の多くは行政が

主導的役割を担いながら、地域住民と民間企業が
参加していく形を取っていて、地域のリサイクル
業者を育成しながら、周辺地域ができる限り収集
方法や収集経路を統一化していくことが重要と考
えられます。
また、現在独自に小型家電回収を実施している

県内市町村等の現状調査を合わせて行った結果、
例えば小型家電回収ボックスは、多くの市町村で
すでに設置されており、県が循環計画の目標とし
ている「全市町村が小型家電リサイクル制度に取
り組んでいる」状況はほぼ達成されていますが、
県における小型家電リサイクル制度による小型家電
回収量は、全国水準の１８％程度となっています。 

２　循環型社会システム構築大学連携事業

▲希少金属等リサイクルシステム構築連絡協議会

▲金属リサイクルセミナー
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第１部　総　　説

④　不燃ごみ展開試験
県は、平成２９年度に、県内のリサイクルセン
ターで回収された不燃ごみの展開試験を実施しま
した（サンプル調査）。回収された不燃ごみの一部
（５８０kg）を展開し、組成を調査したところ、小型
家電に分類されるものが重量で半分程度確認され
ました。このリサイクルセンターの構成市町村で
は、すでに小型家電回収ボックスが設置されてい
ますが、不燃ごみへの小型家電の混入が多いこと
から、小型家電の回収量を増やすためには、ピッ
クアップ回収が有効な回収方法であるといえます。

⑤　今後の展開
県では、全県的に小型家電リサイクル法で定め

る政令指定２８品目全てを回収することを目指した
みやぎ方式小型家電リサイクルシステム案を作成
し、平成３０年度は、このみやぎ方式小型家電リサ
イクルシステム案を検証するため、試験的に不燃
ごみからのピックアップ回収やイベント回収を行
い、回収した小型家電の運搬費用や処理後物から
発生する有価物・廃棄物の比率等により処分費用
を算出することで、当該システムの事業採算性等
を明らかにします。
また、平成３０年度から、「食品廃棄物等のリサイ

クルの推進」に関する取組として、地域の身近な
バイオマス（食品廃棄物、動植物性残さ、汚泥、
家畜ふん尿、廃食用油等）を集約し、地域密着型
のエネルギー及び農業資源として利活用していく
ことを推進するために、県内市町村等において、
循環資源をエネルギー回収できるような施設（バ
イオマス発電施設等）の導入を一般廃棄物処理計
画に位置づける際に活用できるモデルの検討を行
う予定です。

３　第１２次宮城県鳥獣保護管理事業計画の取組

①　計画策定の目的
野生鳥獣は、人間の生存の基盤となっている自

然環境を構成する重要な要素の一つであり、それ
を豊かにするものであると同時に、県民の生活環
境を保持・改善する上で欠くことのできない役割
を果たしています。しかし、一方で、特定の鳥獣
による生活環境、農林水産業及び生態系に係る被
害が深刻な状況にあります。
このため、県では、鳥獣の個体群管理、生息環

境管理及び被害防除対策の実施による総合的な鳥
獣の保護及び管理を推進することにより、人と野
生鳥獣が共生する社会を構築するため、「鳥獣の
保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
（平成１４年法律第８８号。以下、「鳥獣保護管理法」
という。）」第４条の規定に基づき、「宮城県鳥獣保
護管理事業計画（以下「事業計画」という。）」を
策定し、野生鳥獣に関する施策を推進してきまし
た。
第１１次事業計画が平成２８年度で終了することに
伴い、新たに第１２次事業計画を策定し、平成２９年
４月１日からスタートしました。

②　計画の期間
平成２９年度から平成３３年度までの５年間

③　計画の概要
この計画は、国が平成２８年１０月に新たに策定し

た「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施
するための基本的な指針」に即して概ね５年ごと
に見直しし策定するものです。
地域的特殊性に配慮した野生鳥獣の生息状況や

各種保護管理施策を実施することにより、県内に
生息する野生鳥獣の適切な保護及び管理を図るよ
う、県全体の鳥獣保護管理事業の実施に関する以
下の事項について定めています。
イ　鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区に関す
る事項

ロ　鳥獣の人口増殖及び放鳥獣に関する事項
ハ　鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可
に関する事項

ニ　特定猟具使用禁止区域、指定猟法禁止区域
及び猟区に関する事項

ホ　第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥

▲　図１－２－１　不燃ごみの組成

その他　14％

ガラス・陶器類
10％

小型家電　48％

プラスチック類
12％

金属類　16％

小型家電
金属類
プラスチック類
ガラス・陶器類
その他

不燃ごみ
総重量
0.58トン
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第２章　平成２９年度のトピック

▲図１－２－２　鳥獣保護管理法の施策体系

国（環境省）

都道府県

●生息環境の保護・整備
・国指定鳥獣保護区の指定等
・都道府県指定鳥獣保護区の指定等

●その他
・生息状況の調査、放鳥獣、傷病鳥獣の保護等
・鳥獣捕獲等事業の認定

●鳥獣の捕獲規制
・狩猟鳥獣、希少鳥獣、指定管理鳥獣の指定
・狩猟制度の管理
・希少鳥獣の捕獲許可、保護・管理計画の策定等

・狩猟制度の運用
・捕獲許可（有害鳥獣捕獲等）の運用

基本指針

鳥獣保護管理事業計画

指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画

第一種特定鳥獣保護計画

第ニ種特定鳥獣保護計画

技術的支援・助言

任意

任意

獣管理計画の作成に関する事項
ヘ　鳥獣の生息状況の調査に関する事項
ト　鳥獣保護管理事業の実施体制の整備に関す
る事項

チ　その他
　

④　第二種特定鳥獣管理計画
鳥獣保護管理法第７条の２に基づき、生息数が

著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大して
いる鳥獣の管理を図るため、個体数管理や被害防
除対策等、特定鳥獣の管理に関して定めるもので
す。宮城県では、ニホンザル、ツキノワグマ、ニ
ホンジカ、イノシシの四種類について計画を作成
しました。
第１２次事業計画では、当該計画の作成に関する

方針を示しています。 

なお、生息数が著しく減少し、又はその生息地
の範囲が縮小している鳥獣の保護を図るため特に
必要があると認める場合は「第一種特定鳥獣保護
計画」を作成することになりますが、宮城県には
該当する鳥獣がいないため作成していません。

⑤　鳥獣保護管理の推進
第１２次事業計画を実行するためには、関係機関

の理解と協力が必要不可欠です。特に、野生鳥獣
による農林水産業被害対策については、市町村、
狩猟団体、農林業団体等との連携を密にし、鳥獣
保護管理を推進していきます。

備　考計画の期間対象鳥獣の種類

第四期計画平成２９～３３年度ニホンザル

第三期計画〃ツキノワグマ

第二期計画〃ニホンジカ

第三期計画〃イノシシ
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第１部　総　　説

①　マニュアル追補版の作成の経緯
近年の電力システム改革に伴う小売電気事業へ

の参入の全面自由化により、電気事業への新規参
入が進んだ結果、環境影響評価法（平成９年法律
第８１号）の対象事業規模である発電出力１１．２５万
kW未満の火力発電所（以下「小規模火力発電所」
という。）の設置計画が全国的に増加しています。
このような背景を受け、環境省では、小規模火力
発電に係る適切な環境配慮や住民理解を促す観点
から、平成２９年３月に「小規模火力発電所等の望
ましい自主的な環境アセスメント実務集」をとり
まとめました。
一方、本県では、小規模火力発電所の集積等に

より、地域への累積的な環境影響が懸念されるこ
とから、平成２９年２月に環境影響評価条例施行規
則（平成１１年宮城県規則第５号）を改正し、出力
３万kW以上の火力発電所の設置又は変更の工事
の事業を環境影響評価条例（平成１０年宮城県条例
第９号（以下「アセス条例」という。）の対象とし
ました。また、環境影響評価を行うために必要な
技術的事項について定める環境影響評価技術指針
（平成１１年宮城県告示第１１９号。以下「技術指針」
という。）を改正し、平成２９年７月から施行してい
ます。
これらを踏まえ、技術指針の内容をより具体的

に示す宮城県環境影響評価マニュアル（以下「マ
ニュアル」という。）を補完する目的で、火力発電
所設置事業の持つ独自の事業特性に対応するマ
ニュアルを追補版として作成しました。また、本

マニュアルは、自主的な環境アセスメントを実施
する条例規模未満の火力発電所設置事業において
も参考となるものであり、活用が望まれます。
なお、これまでに作成している本県の各種マ

ニュアルは次のとおりです。
〇宮城県の環境影響評価マニュアル
●方法書［平成１９年３月］
●準備書・評価書［平成２０年３月］
●動物・植物・生態系［平成２１年３月］
●大気・水・土壌その他の環境［平成２２年３月］
●人と自然との豊かな触れ合い・環境負荷分野［平
成２３年３月］
●環境保全措置・事後調査［平成２５年３月］
●風力発電所設置事業　追補版［平成２６年３月］
●火力発電所設置事業　追補版［平成３０年３月］

②　マニュアル（火力発電所設置等事業）追補版
の概要
火力発電所の事業特性に対応するため、環境影

響評価技術指針において、環境要素として新たに
追加された「石炭粉じん」、「底質の有害物質」、「流
向及び流速」及び既存のマニュアルでは取り扱っ
ていなかった「施設の稼働に伴う水温」、「海域に
おける動物・植物・生態系」について、既存のマ
ニュアルの体裁に従い新たに作成しました。ま
た、「大気質（石炭粉じんを除く）」、「廃棄物等」、
「温室効果ガス等」については、火力発電所設置事
業を行う上で特記すべき事項を記載しています。 

４　環境影響評価マニュアル（火力発電所設置事業）追補版の作成

▼表１－２－１　マニュアルの目次

２．方法書手続き段階における調査
２．１　方法書の記載事項
２．２　流向及び流速（概況調査）
２．３　動物（海域）（概況調査）
２．４　植物（海域）（概況調査）
２．５　生態系（海域）（概況調査）
２．６　廃棄物等（概況調査）
２．７　温室効果ガス等（概況調査）

１．火力発電所設置事業による環境影響について
１．１　火力発電所設置事業の事業内容
１．２　火力発電の事業特性と環境上の特徴
１．３　環境影響の状況
１．４　環境影響と評価項目の選定
１．５　環境保全措置の検討

４．事後調査
４．１　事後調査の目的
４．２　事後調査を行うこととした項目及び理由（総括表）
４．３　事後調査の項目ごとの事後調査計画
４．４　事後調査計画総括表

３．準備書及び評価書の手続き段階における調査、予測及び評価
３．１　大気質
３．２　石炭粉じん
３．３　水質（水温）
３．４　底質（有害物質）
３．５　流向及び流速
３．６　動物（海域）
３．７　植物（海域）
３．８　生態系（海域）
３．９　廃棄物等
３．１０　温室効果ガス等

【資料編】
１．温排水拡散簡易予測手法
２．電気事業所の温室効果ガス算定事例（火力発電所）
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第２章　平成２９年度のトピック

③　県内の火力発電所事業の動向
県内では、昭和３４年に運転を開始した東北電力

株式会社の仙台火力発電所及び昭和４６年に運転を
開始した同社の新仙台火力発電所の２つの大規模
な火力発電所が東北エリアの電力供給を担ってき
ました。その後、時代の変遷とともに近年の電力

システム改革により、売電を目的とした小規模な
火力発電所の立地計画が相次ぎ、平成２９年度に仙
台港と石巻港周辺では２つの発電所が運転を開始
しました。また、３つの火力発電所計画につい
て、環境影響評価手続きが開始されています。

▼表１－２－２　県内の火力発電所一覧（自家発電所は除き，計画を含む）

備考燃料出力（kW）所在地発電所名

・昭和３４年１０月運転開始
・リプレース（石炭→天然ガス）
　平成２２年７月に運転開始
　［法アセス第１種事業］

天然ガス４６８，０００七ヶ浜町仙台火力発電所［東北電力（株）］

・昭和４６年８月運転開始
・リプレース
　（石油・天然ガス→完全　天然ガス化）
　平成２７年１２月運転開始
　［法アセス第１種事業］

天然ガス１，０４６，０００仙台市新仙台火力発電所［東北電力（株）］

平成２９年１０月運転開始
石炭１１２，０００仙台市

仙台パワーステーション
［仙台パワーステーション（株）］

平成３０年３月運転開始
［法アセス第２種事業］石炭＋木質バイオマス１４９，０００石巻市

石巻雲雀野発電所
［日本製紙石巻エネルギーセンター（株）］

環境影響評価手続き中
［仙台市条例アセス事業］木質バイオマス１１２，０００仙台市（仮称）仙台高松発電所

環境影響評価手続き中
［仙台市条例アセス事業］木質バイオマス７４，９５０仙台市（仮称）仙台バイオマス発電事業

環境影響評価手続き中
［県条例アセス事業］木質バイオマス７４，９５０石巻市（仮称）石巻港バイオマス発電事業


